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支
給
の
対
象
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①　

厚
生
年
金
保
険
、
共
済
組
合
な
ど
の

加
入
者
の
配
偶
者
（
昭
和
六
十
一
年
三

月
以
前
の
国
民
年
金
任
意
加
入
対
象

者
）

②　

平
成
三
年
三
月
以
前
の
国
民
年
金
任

意
加
入
の
対
象
で
あ
っ
た
学
生
、
生
徒

☆　

①
②
の
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て

い
な
か
っ
た
期
間
内
に
初
診
日
が
あ
り
、

現
在
、
障
害
基
礎
年
金
に
該
当
す
る
程

度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
方
。

特
別
障
害
給
付
金
の
額　
　
　
　
　
　
　

　

障
害
の
程
度
が
一
級
の
場
合月

額
五
万
円

　

障
害
の
程
度
が
二
級
の
場
合月

額
四
万
円

※
障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
異
な
り
ま
す
。

○　

本
人
の
所
得
が
一
定
の
額
以
上
で
あ

る
と
き
は
、
支
給
の
全
額
ま
た
は
半
額

が
制
限
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○　

老
齢
年
金
、
遺
族
年
金
、
労
災
補
償

な
ど
を
受
給
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ

の
受
給
額
分
を
差
し
引
い
た
額
を
支
給

し
ま
す
。（
そ
の
受
給
額
が
特
別
障
害
給

付
金
の
額
を
上
回
る
場
合
は
、
特
別
障

害
給
付
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。）

○　

経
過
的
福
祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
が
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
を
受
け

た
場
合
は
、
経
過
的
福
祉
手
当
の
支
給

は
停
止
と
な
り
ま
す
。

注
意
し
て
く
だ
さ
い

　

請
求
書
の
受
け
付
け
は
平
成
十
七
年
四

月
一
日
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
給

付
金
の
支
給
は
、
請
求
書
を
受
け
付
け
し

た
月
の
翌
月
分
か
ら
と
な
り
ま
す
の
で
、

給
付
金
を
請
求
す
る
方
は
、
早
め
に
請
求

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
必
要
な
書
類

な
ど
が
す
べ
て
そ
ろ
わ
な
い
場
合
で
も
、

請
求
書
の
受
け
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

（
こ
の
場
合
、
不
足
し
て
い
る
必
要
書
類

な
ど
に
つ
い
て
は
、
後
日
提
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。）

申
請
手
続
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

申
請
の
受
付
窓
口
は
役
場
保
険
課
医
療

年
金
係
で
す
。

　

障
害
認
定
な
ど
の
審
査
、
支
給
事
務
は

社
会
保
険
事
務
局
（
社
会
保
険
庁
）
で
行

い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

半
田
社
会
保
険
事
務
所

　

�（
２
１
）２
３
２
１

　

役
場
保
険
課
医
療
年
金
係

　

�（
４
８
）１
１
１
１

ETCとは… 
　料金所ゲートに設定したアン
テナと、車両に装着した車載器と
の間で無線通信を用いて自動的
に料金の支払いを行い、料金所を
ノンストップで通行することがで
きるシステムです。 
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十
月
十
三
日（
木
）に
、「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

婚
者
・
金
婚
者
お
祝
い
の
会
」
を
開
催
し

ま
す
。

　

今
年
、
結
婚
六
十
周
年
・
五
十
周
年
を

迎
え
る
方
は
社
会
教
育
課
へ
七
月
二
十
九

日（
金
）ま
で
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。（
お

祝
い
の
会
に
つ
い
て
の
文
書
を
地
区
に
回

覧
し
ま
す
の
で
、
申
し
出
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
、
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。）

　

昨
年
ま
で
に
結
婚
六
十
周
年
・
五
十
周

年
で
あ
っ
た
方
で
「
お
祝
い
の
会
」
に
参

加
し
て
い
な
い
方
も
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚
者

　

昭
和
二
十
年
中
に
結
婚
さ
れ
た
方

金
婚
者

　

昭
和
三
十
年
中
に
結
婚
さ
れ
た
方

□
問
い
合
わ
せ
先

　

お
祝
い
の
会
実
行
委
員
会　

社
会
教
育

　

課　

�（
４
８
）１
１
１
１（
内
２
８
０
）

お祝いします お祝いします お祝いします 

国民年金 国民年金 国民年金 

特
別
障
害
給
付
金

給
付
金
は
請
求
書
受
け
付
け
月
の

翌
月
分
か
ら
支
給


